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病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
国
民
健
康
保

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
国
民
健
康
保
険険

（
国
保
）
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
は
保
険
加
入
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
に
応
じ

（
国
保
）
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
は
保
険
加
入
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
に
応
じ
てて

お
金
を
出
し
合
い
、
ま
た
、
国
も
同
じ
負
担
を
す
る
と
い
う
「
相
互
扶
助
」
の
中
で
運

お
金
を
出
し
合
い
、
ま
た
、
国
も
同
じ
負
担
を
す
る
と
い
う
「
相
互
扶
助
」
の
中
で
運
営営

さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
を
守
る
た
い
せ
つ
な
国
保
を
正
し
く
理
解
し

さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
を
守
る
た
い
せ
つ
な
国
保
を
正
し
く
理
解
し
、、

そ
の
健
全
運
営
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

そ
の
健
全
運
営
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。。
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や
か
な

生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活
生
活
をををををををををををををををををををををををををををををををををを

▽
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

▽
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き

▽
加
入
者
が
死
亡
し
た
と
き
　
な
ど

■
そ
の
他

▽
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
っ
た
と

き
▽
保
険
証
を
な
く
し
た
り
、
汚
れ
て
使
え

な
く
な
っ
た
り
し
た
と
き

▽
子
ど
も
が
就
学
の
た
め
他
市
町
村
に
転

出
す
る
と
き
　
な
ど

保
　
険
　
証

　
国
保
に
加
入
す
る
と
、
１
人
に
１
枚
ず

つ
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
が
交
付
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
保
の
被
保
険
者
で

あ
る
と
い
う
証
明
書
と
な
る
も
の
で
す
。

カ
ー
ド
型
の
保
険
証
は
、
持
ち
運
び
や
す

い
反
面
、
紛
失
し
や
す
い
の
で
、
管
理
に

は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付

　
国
保
の
加
入
者
（
被
保
険
者
）
は
、
次

の
表
に
掲
げ
る
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
よ
っ
て
医
療
を

受
け
る
た
め
、
国
保
か
ら
脱
退
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

市
役
所
へ
の
届
け
出

　
会
社
を
退
職
し
た
と
き
や
家
族
に
異
動

が
あ
っ
た
場
合
な
ど
、
国
保
へ
の
加
入
や

喪
失
事
由
が
発
生
し
た
と
き
は
、
必
ず
　１４

日
以
内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
証
が
な
い

期
間
の
医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
り
、
保
険
税
（
料
）

を
二
重
に
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
り
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
ん
な
と
き
は
　
日
以
内
に
届
け
出
を

１４

■
国
保
に
加
入
す
る
と
き

▽
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
と
き

▽
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き

▽
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き

▽
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
　
な
ど

■
国
保
を
や
め
る
と
き

▽
他
市
町
村
へ
転
出
す
る
と
き

国
保
に
加
入
す
る
方

　
職
場
の
健
康
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
る
方
と
そ
の
家
族
、
生
活
保
護
世

帯
の
方
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対

象
と
な
る
方
以
外
は
、
全
て
国
保
に
加
入

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
国
保
で
は
、
家
族
一
人
ひ
と
り
が
み
な

被
保
険
者
と
な
り
、
加
入
手
続
き
は
世
帯

主
が
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
国
保
加
入
者
の
う
ち
、
会
社
を

退
職
し
て
、
年
金
を
も
ら
う
こ
と
の
で
き

る
　
歳
未
満
の
方
と
そ
の
家
族
は
、
退
職

６５
者
医
療
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、　

歳
（
寝
た
き
り
な
ど
一
定
の

７５

障
が
い
の
あ
る
方
は
　
歳
）
に
な
る
と
、

６５
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 国民健康保険で安心・健やかな生活を 

　病気やけがをしたとき、病院の窓口に保険証を提示すると、医療費の３割（※）を自

己負担するだけで、診療や薬、注射の処置などが受けられます。残りの費用は国保が

負担します。

※７０歳以上の方のうち、同じ世帯に課税所得が１４５万円以上ある７０歳以上の国保被保

険者がいない方の自己負担は１割（平成２６年４月２日以降に７０歳になる方は２割）

となります。なお、中学校までのお子さんは、本市独自の「子ども医療費助成制度」

により、自己負担はありません。

療養給付費

　災害や事業の休・廃止、失業などによって、収入が著しく減少し、生活が困難にな

った場合は、医療機関で支払う一部負担金の減免及び徴収猶予を受けることができる

場合があります。

一部負担金

減 免 及 び

徴 収 猶 予

　受診する際に、医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示することで、医療機関ご

との医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。必要となった場合、国保の窓

口で申請し、限度額適用認定証の交付を受けてください。市民税非課税世帯の適用を

受けた場合は、入院時の食事療養標準負担額についても、同時に減額を受けることが

できます。

限度額適用

認 定 証

　入院中の食事代は、加入者がその一部を負担し、残りを国保が負担します。なお、

市民税非課税世帯の方は、市役所への申請により下表のとおり減額されます。

入 院 時

食事療養費

　療養病床に入院する６５歳以上の方は、食費と居住

費の一部を負担し、残りを国保が負担します。

療養病床に

入 院 時 の

食費・居住費

　加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に１万円を支給します。葬 祭 費

　加入者が出産したときに、４２万円を支給します（４か月以上の死産・流産を含む）。
出 産 育 児

一 時 金

　次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、保険を適用した金額の７割（※）

の払い戻しを受けることができます。

▽緊急やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したとき。

▽医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具を購入したとき。

▽重病人の入院や転院などの移送のため費用がかかった場合、申請して国保が必要と

認めたとき。

▽海外の病院で診療を受けたとき。

※平成２６年４月１日までに７０歳になられた方は９割、平成２６年４月２日以降に７０歳に

なられる方は８割の払い戻しを受けることができます。なお、中学校までのお子さ

んは本市独自の「子ども医療費助成制度」により、全額払い戻しされます。

療養費及び

移　 送　 費

　医師が必要と認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで訪問看護ステー

ションなどを利用でき、残りの費用は国保が負担します。

訪 問 看 護

療 養 費

【食費・居住費の標準負担額】

居住費（１日）食費（１食）区　　　分

３２０円４６０円一般（下記以外の方）

３２０円２１０円低所得者衛

３２０円１３０円低所得者英

　０円１００円老齢福祉年金受給者

【入院時の食事代の標準負担額】

一部負担金区　　　分

１食 ２６０円一般（下記以外の方）

１食 ２１０円９０日以内の入院市民税非課税世帯（７０歳

以上の方は低所得者衛） １食 １６０円９０日を超える入院

１食 １００円
所得が一定基準に満たない７０歳以上の方（低

所得者英）

※低所得者衛…世帯全員
が市民税非課税の方
※低所得者英…世帯全員
が市民税非課税で世帯
員の各所得が必要経費
や控除を差し引いたと
きに０円となる方
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 国民健康保険で安心・健やかな生活を 

　
医
療
費
の
自
己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た

と
き
、
一
定
額
を
超
え
る
と
、
そ
の
超
え

た
分
が
国
保
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
自
己
負
担
限
度
額

　
加
入
者
が
同
じ
月
内
に
、
同
じ
病
院
に

支
払
っ
た
医
療
費
が
下
の
各
表
に
掲
げ
る

限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超
え
た
分

が
申
請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
同
じ
病
院
で
も
　
歳
以
下
の

６９

方
は
入
院
と
通
院
は
合
算
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ
ト
料
な
ど
、

保
険
診
療
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
は
除

か
れ
ま
す
。

②
世
帯
合
算
（
　
歳
以
下
の
方
）

６９

　
同
じ
世
帯
で
、
同
じ
月
内
に
２
１
，０
０

０
円
以
上
医
療
費
を
支
払
っ
た
方
が
複
数

い
た
場
合
、
合
算
し
た
額
が
左
下
の
表
の

限
度
額
を
超
え
た
と
き
は
、
そ
の
超
え
た

分
が
申
請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
　
歳
以
上
の
方
は
、
右
下
の
表
を
ご
覧

７０く
だ
さ
い
。

③
多
数
該
当
世
帯

　
同
じ
世
帯
で
、
そ
の
月
を
含
め
た
　
か
１２

月
以
内
に
４
回
以
上
の
高
額
療
養
費
の
支

給
を
受
け
る
と
き
は
、
４
回
目
か
ら
は
左

下
の
各
表
の
「
多
数
該
当
の
場
合
」
に
示

す
限
度
額
を
超
え
た
分
が
申
請
に
よ
り
支

給
さ
れ
ま
す
。

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
　
歳
未
満
の
方

６５

で
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
退
職

者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
本
人
…
厚
生
年
金
な
ど
の
被
用
者
年
金

に
加
入
し
た
期
間
が
合
算
し
て
　
年
以

２０

上
（
ま
た
は
　
歳
以
降
　
年
以
上
）
あ

４０

１０

り
、
老
齢
厚
生
年
金
や
退
職
共
済
年
金

を
受
け
て
い
る
方
。

②
被
扶
養
者
…
①
に
該
当
す
る
方
の
配
偶

者
か
、
同
じ
世
帯
の
三
親
等
内
の
親
族

の
う
ち
、
主
と
し
て
①
に
該
当
す
る
方

に
よ
っ
て
生
計
が
維
持
さ
れ
て
い
る
方

で
、
年
間
収
入
が
１
３
０
万
円
（
　
歳
６０

以
上
は
１
８
０
万
円
）
未
満
の
方
。

※
①
に
該
当
す
る
方
は
、
年
金
証
書
、
国

民
健
康
保
険
証
、
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、

保
険
医
療
グ
ル
ー
プ
で
手
続
き
を
行
い
、

「
国
民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者
証
」

の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
高
額
療
養
費

　
退
職
者
医
療
制
度

　
高
齢
受
給
者
証

　
国
保
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
が
　
歳
に

７０

な
る
と
、
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
軽
減

さ
れ
る
「
高
齢
受
給
者
証
」
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

　
病
院
を
受
診
す
る
と
き
に
は
、
忘
れ
ず

に
保
険
証
と
い
っ
し
ょ
に
窓
口
で
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。
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■高額療養費の１か月の自己負担限度額表

※上位所得者…世帯全員の所得合計額が６００万円を超

える世帯に属する方

※一般…市民税を課税されている世帯で上位所得者で

はない方

※市民税非課税世帯…世帯全員が市民税非課税の世帯

※特定疾病…特定疾病療養受療証の交付を受けている

人工透析、血友病等の長期疾病

外来＋入院

（世帯単位）

外　来

（個人単位）
区　分

８０,１００円＋下記

の加算額

多数該当の場合

４４,４００円

４４,４００円
現 役 並 み

所 得 者

４４,４００円１２,０００円一 般

２４,６００円８,０００円低所得者衛

１５,０００円８,０００円低所得者英

※現役並み所得者…課税所得が１４５万円以上

の方が属する世帯の方

※一般…市民税を課税されている世帯で現役

並み所得者ではない方

※低所得者衛…世帯全員が市民税非課税の方

　低所得者英…世帯全員が市民税非課税で世
帯員の各所得が必要経費や控除を差し引い

たときに０円となる方

※加算額…（医療費総額－２６７,０００円）×１％

●６９歳以下の方 ●７０歳以上の方

多数該当の場合

（４回目以降）
３回目まで区　分

８３,４００円

１５０,０００円

上位所得者

４４,４００円

８０,１００円

一　　　般

２４,６００円３５,４００円
市　民　税

非課税世帯

１０,０００円

（上位所得者は２０,０００円）
特 定 疾 病

）
医療費が２６７,０００円を

超えた場合は、その超

えた分の１％を加算（

）
医療費が５００,０００円を

超えた場合は、その超

えた分の１％を加算（
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　民生委員・児童委員協議会では、地域内

における各家庭の家族構成等の現況を把握

するため、毎年５月に社会調査を実施して

います。

　地区担当の民生委員・児童委員が訪問し

ましたら、ご協力をお願いします。

〈社会福祉協議会緯４２～２３２８〉

●●●社会調査にご協力を●●●

　児童問題に積極的に対処する専門員です。

　地域を担当する民生委員・児童委員と一

体となり、子どもの問題や子育て支援活動

に取り組んでいます。

■主任児童委員とは

▽介護や在宅福祉サービスの利用に関する

こと

▽生活福祉資金などの借り入れや返済に関

すること

▽生活保護の申請や受給などに関すること

▽心身上の疾病、障がい、予防、治療、医療

費、精神衛生などの問題に関すること

▽育児や子どものしつけ、保育などに関す

ること

▽虐待やいじめ、非行などの問題行動に関

すること

　委員は、こうした問題を解決する糸口を

見つける手助けなどをしています。

　もちろん、相談時に知り得た個人の秘密

は厳守しますので、困ったことがあったら

一人で悩まず、気軽にご相談ください。

■こんなときはご相談を

　民生委員・児童委員は、国から委嘱され

た、皆さんのいちばん身近な相談員です。

　本市には23人の委員がいて、さまざまな

悩みを持つ方の相談に応じ、行政機関との

パイプ役として無給で活動しています。

■民生委員・児童委員の役割 ■皆さんの地域を担当する民生委員・児童委員

担　当　地　区電話番号氏　　　名

上歌旭町、上歌新栄町、上

歌曙町
４２～３３２７ 高 　 橋 　カズ 子 

たか はし こ

東光三区、本町中央４２～４９１７ 小 　 島 　　　 修 
こ じま おさむ

本町社宅、本町川向４２～２９６５ 山 　 崎 　　　 正 
やま ざき ただし

本町第一４２～３３１０ 田 　 中 　 歌 　 子 
た なか うた こ

本町第二（１班～５班）４２～２３６５ 岡 　 渕 　 栄 　 子 
おか ぶち えい こ

本町第二（６班～８班）、本

町金井沢、歌神川向
４２～２８０６ 黒 　 田 　 征 　 子 

くろ だ まさ こ

歌神一区４２～４１８３ 鈴 　 木 　　　 孝 
すず き たかし

歌神二区、歌神三区、歌神

筍沢
４２～２２９３ 細 　 谷 　　　 亘 

ほそ や わたる

歌神市街、歌神一区の一部、

歌神梅の沢
４２～５２５８ 山 　 本 　 功 　 子 

やま もと あつ こ

神威市街、神威桜沢、神威

桜ヶ岡
４２～６８０２ 田 　 中 　 慎 　 二 

た なか しん じ

神威錦ヶ岡、神威宮の下、

神威神楽岡
４２～４６６４ 山 　 川 　 義 　 信 

やま かわ よし のぶ

中村中央団地４２～３８５１ 土 　 肥 　 幸 　 治 
ど い こう じ

中村中央団地、中村宮下町４２～２４５１ 田 　 村 　 榮 　 司 
た むら えい じ

神威美山町、中村市街４２～５０１４ 関 　　　 武 　 雄 
せき たけ お

文珠第一４２～５０８７ 井 　 村 　 敬 　 子 
い むら けい こ

文珠第二（高台）４２～６７８９ 武 　 田 　 正 　 幸 
たけ だ まさ ゆき

文珠第二、文珠本通り４２～３５７２ 相 　 良 　 昭 　 吉 
さが ら あき よし

文珠新泉町４２～３８５６ 伊 　 藤 　 禮 　 子 
い とう れい こ

文珠しらかば団地４２～２７５７ 日 　 景 　 明 　 美 
ひ かげ あけ み

文珠第三（１班～５班）、単

身住宅、企業向け住宅
４２～４５９１ 北 　 山 　 昭 　 子 

きた やま あき こ

文珠第三（６班～１５班）４２～４１３９ 尾 　 中 　 慎 　 一 
お なか しん いち

市内全域　※主任児童委員４２～３３０６ 早 　 川 　 達 　 夫 
はや かわ たつ お

市内全域　※主任児童委員４２～６４８２ 杉 　 山 　るみ 子 
すぎ やま こ
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